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金融機関の健全性確保のための規制・監督
一一「金融システム法講義J(2)ーーー

第l章 規制・監督の必要性とその根拠

第2章規制・監督の類型と理念の転換

第3章規制・監督の再編

第4章規制・監督の実施体制

第5章金融機関に対する健全経営規制・監督

第 1章規制・監督の必要性とその根拠

木下正俊

金融業は，代表的な規制産業であり，これを担う金融機関は多くの公的規制や監督に服

している。以下では，銀行，証券会社，保険会社を中心に，金融機関に対する規制・監督

の必要性とその根拠について整理しておこう。なお，ここで銀行として記述していること

は，基本的には預金を受け入れる金融機関全般についてもあてはまる。

さて，そもそも規制とは市場における様々な取引に対する政府を含む公的機関の介入と

捉えることができ，これに対置される概念は「市場による規律Jないし「市場の自由Jと

いうことになるだろう。ごのように整理したときに，規制が必要とされる理由は，規制を

行わず市場による規律ないし市場の自由のみに委ねたのでは，金融機関の果たすべき目的

が達成できないことがありうること，すなわちいわゆる「市場の失敗jが生じうることに

求められる。

なお，ここで留意しておかなければならないことは，規制・監督と市場による規律とは

二律背反のものではなく，むしろ規制・監督の社会的コストの低減や取引主体のモラル・

ハザードの防止の観点からは，まず第一義的には市場による規律が重要であり，そのうえ

でそれのみに委ねることが適当でない場合に規制・監督の果たすべき役割があると捉える

ことが肝要であろう。この点は，後述の金融行政のスタイルのあり方にも関わってくるテ

ーマである。
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第 l節市場の失敗と公的介入

金融機関は様々な機能を果たしている。銀行，証券会社，保険会社の各業態によって異

なるが，おおまかに言って，金融機関の機能は次の二つであろう。すなわち，①金融機関

全般に共通するものとして，貯蓄と投資を円滑に結びつけるための資金仲介機能川があり，

②金融機関の中でもとりわけ銀行が果たしている決済機能がある。これらの機能は，いず

れも市場経済の発展にとって不可欠な基盤となるサービスを提供するものであり，仮にこ

れらのサーピスが安定的に提供されない場合には，他の産業や国民生活全般に甚大な影響

が及ぶことになる o とくに決済機能は，それが円滑に提供されることを前提に国民経済に

おける様々な実物取引や金融取引が行われるという側面が極めて強い。このような意味で，

金融機関が提供する金融サービスとりわけ決済サーピスには，経済全体のインフラとして

の性格があり，それには外部性が伴うことから，その提供を専ら自由な市場のメカニズム

に委ねたときには，最適のサービスが提供されるとは限らない。ここに規制が必要とされ

る根拠を見いだすことができる。

第 2節規制・監督の目的

このように金融機関に対する規制・監督の必要性が認められるが，ではその目的は何だ

ろうか。この点についても様々な捉え方があろうが，少なくとも上記のような金融機関の

機能が適切に果たされることが目的の一つであることは間違いない。それに加えて，これ

らの機能が果たされるプロセスの適正(取引の公正，効率等)やこれらの機能を通じて実

現すべきこと(適正な資源配分，経済発展等)も目的に含めてよいだろう。このように考

えると，金融機関に対する規制・監督の目的としては，①円滑な金融の実現，②資金提供

者の保護，①信用秩序の維持，④公正な取引の確保，⑤適正な資源配分，⑥経済発展，の

諸点があるというように整理することができょうは)。

(1) 資金仲介機能を果たす方式には，いわゆる直接金融と間接金融とがある。直接金融とは，資金調

達者である最終的借り手が発行する本源的証券(株式，社債等)を，金融機関(証券会社等)の仲

介により資金提供者である最終的貸し手が直接購入することで成立する金融方式である。これに対

して間接金融とは，最終的借り手の発行する本源的証券(借入証書等)を金融機関(銀行等)が購

入する一方で，その資金を調達するため金融機関が間接証券(預金等)を発行し，これを最終的貸

し手が購入することにより成立する金融方式である。このため，置接金融では，最終的借り子のリ

スクがそのまま最終的貸し手に直接移転するのに対し，間接金融では，最終的借り手のリスクは金

融機関が引受け，最終的貸し手は，間接証券のリスク(金融機関のリスク)を引き受けることにな

る。このことから分かるように，金融機関は，資金仲介機能を果たしている点では共通しているが，

間接金融を行う金融機関は，それに加えて，宣接証券を間接証券に変換するという資産変換機能

(すなわちリスク変換機能)をも果たしていると捉えることができる。
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このうち，①円滑な金融の実現については，金融機関の各業態の特性に応じて金融の方

式は異なるものの(例えば直接金融，間接金融).これらに共通する機能として資金仲介機

能が円滑に果たされることにより，貯蓄と投資が適切に結びつき，その結果，最適な資源

配分が実現することを意味すると考えられる。①資金提供者の保護については，その対象

者として，各業態により，預金者，証券投資者，保険契約者，等様々な者が存在する。そ

して彼らの適切な保護のあり方，すなわち彼らに求める自己責任の程度等は一様ではない

ものの，金融における最終的な資金提供者(貸し手)である貯蓄者を適切に保護すること

は，円滑な金融を実現するための前提であると考えられる。③信用秩序の維持については，

広く捉えれば，あらゆる金融取引によって多数の取引主体問で形成される貸借関係が契約

どおり円滑に決済されることを通じて信用制度・信用システムが維持されることを意味す

るものと考えられるが，より狭義には，銀行が預金や為替を通じて提供する決済システム

が円滑に運行されていることを意味すると捉えることができる。とくにそれが実現できな

いときの影響の大きさからすると，狭義に捉えておくことが有用であろう o ④公正な取引

の確保については，銀行・証券・保険の各取引に共通するが，中でも多様な主体が参加す

る市場で行われる証券取引においてとくに重視されるであろう。なお，公正な取引の確保

という場合には，非金融産業に対する過度の支配力の排除という独占禁止の視点も含まれ

ると考えられ，この点では銀行等も主たる対象となろう o ⑤適正な資源配分，⑥経済発展，

の二つは，上記①から④までの目的の実現を通じて達成されるべきより高次の目的と捉え

ること治宝できる。

第3節各業法の目的規定

銀行法，金融商品取引法(ヘ保険業法は，各第 I条に以下のような目的規定を置き，そ

れぞれの法律が定める規制等の根拠としている。これらの各法律とも，金融機関の取引の

相手方の保護，すなわち「預金者等の保護J.r投資者の保護J.r保険契約者等の保護」を

目的としている点，および「国民経済の健全な発展(適切な運営)Jを目的としている点に

おいて共通している。その一方で，それぞれの業態の特性等を反映し，例えば，銀行法と

保険業法は，いずれも対象金融機関の業務の公共性を踏まえ，業務の健全性を強調してい

る点に特徴があり，また金融商品取引法(および同改正前の証券取引法)は，証券市場の

(2 ) 因みに堀内昭義「日本経済と金融規制J掘内編著[1994]11頁は，金融規制の目的として掲げら

れてきた主な事項として，①経済発展の促進(戦後の日本経済の復興).②金融業における独占の弊

害の防止，③金融システムの安定性の維持(信用秩序の維持).④貯蓄提供者(預金者，あるいは投

資家)の保護，⑤経済的公平性の実現・促進，があるというように整理している。
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特性を踏まえ，取引の公正(および公正な価格形成)を強調している点に特徴があると言

えよう。

銀行法 l条 l項 この法律は，銀行の業務の公共性にかんがみ，信用を維持し，預金者等の保護を確保す

るとともに金融の円滑を図るため，銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し，もって国民経済の健全な発

展に資することを目的とする。

金融商品取引法 l条 この法律は，企業内容等の開示の制度を整備するとともに，金融商品取引業を行う

者に関し必要な事項を定め，金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により，有価証券の流通を円

滑にするほか，資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り，もって国民経

済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

旧証券取引法1条 この法律は，国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため，有価証券の発行

及び売買その他の取引を公正ならしめ，且つ，有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。

保険業法1条 この法律は，保険業の公共性にかんがみ，保険業を行う者の業務の健全かっ適切な運営及

び保険募集の公正を確保することにより，保険契約者等の保護を図り，もって国民生活の安定及び国民経

済の健全な発展に資することを目的とする。

第2章規制・監督の類型と理念の転換

第 1節規制・監督の諸類型

金融機関に対する規制・監督の方法については様々なタイプがあるが，次の二つの軸で

整理することができるだろう。その第ーは，ルールか裁量か，第二は，事前的措置か事後

的措置かはりというものである。

第一の軸のうちルールとは，法律・政省令等のように適正な手続きにより制定され，規

制・監督を受ける者に対してその内容や適用の基準が明示されているものを意味するo こ

(3 ) 証券取引法は.2006年6月に改正され，名前も金融商品取引法と改められた (2007年9月施行)。

本章では，原則として改正後の金融商品取引法の規定をもとに記述し，必要に応じて改正前の証券

取引法を適宜参照することとするが，取り扱う事項によっては，これとは逆に記述することもある。

ところで，ここでの検討対象である目的規定については，改正後の金融商品取引法では，同法が

金融先物取引法等を統合し，より包括的な法律として再編されたことに伴い，法律の概要を明らか

にすることや市場法としての性格を明確化する趣旨から，改正前の証券取引法の目的規定に加え，

「企業内容等の開示の制度を整備するJ. r金融商品取引業を行う者に関し~、要な事項を定め，金融商

品取引所の適切な運営を確保するJ.r資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格

形成等を図りJとの文言が新たに盛り込まれた。

(4 ) 金融機関に対する規制体系について分析した初期の論考として，岩田規久男・堀内昭義[1985]

を，またこれを参考としつつ金融自由化を論じた木下正俊[1985]を参照。
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れに対し，裁量とは，行政指導(5)など，その根拠や制定手続き，適用の基準等が必ずしも

明確でないものを意味すると考えられる。

第二の軸のうち事前的措置とは，規制・監督を受ける者が何らかの行為をする前に，そ

れを禁止・制限ないし規律づけることを意味し，これに対し，事後的措置とは，一定の行

為を原則として自由に行わせた上で，何らかの問題が生じた場合にこれを解決するための

対応をとることを意味するものと捉えることができる。

第二の軸の事前的措置と事後的措置については，それぞれさらに分類することが可能で

ある。事前的措置は，競争制限的措置と競争制限的でない措置(非競争制限的措置)とに，

j 事後的措置は，経営破綻防止措置と経営破綻処理措置とに分けることができょう。なお，

裁判等による紛争解決も，公的機関による市場への介入という点では，規制の一種と考え

られることから，事後的措置の一つの類型と捉えることができるだろう o

以上のように分類された各種の措置には，次のような具体的な規制等が含まれるという

ように整理することができょう。

まず事前的措置のうち競争制限的措置の代表的なものとしては，参入・退出規制，業務

分野規制，価格(金利，手数料等)規制，商品性規制などがあり，非競争制限的措置の代

表的なものとしては，自己資本比率規制等のバランスシート規制，ディスクロージャー規

制，それに基づく早期是正措置などがある。なお，公的当局によるオンサイト・モニタリ

ング(立入検査等)やオフサイト・モニタリング(報告徴求，取引監視等)は，基本的に

は非競争制限的措置に該当すると考えられるが，その運用知何では競争制限的措置や裁量

の色彩を帯びることもあり得るだろう。

事後的措置の代表的なものとしては，預金保険制度(破綻防止，破綻処理の両面を含む)，

証券投資者保護基金制度，保険契約者保護機構制度や中央銀行貸出等のセーフテイ・ネッ

トなどがある。また，紛争解決としては，裁判および裁判外の紛争解決がある。

以上のことを一覧してみると，次表のように整理することができょう。

(5) 行政指導は， 1993年制定の行政手続法において， r行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内にお

いて一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導，勧告，助言そ

の他の行為であって処分に該当しないものをいうJ(2条6号)と定義され，透明性が高められた。
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(図表2-1)金融機関に対する規制・監官の類型

。バランスシート規制j 破綻防止 破綻処理
01主手Ij0参入・

(自己資本比率規制等) 0預金保役割皮 0預金保険制度 m文字IJ外
退出規制 10ディスクロージャー規制l O中央銀行貸出 0証券投資者

紛争解i~0業務分野規制J10早期是正措置
(LLR) 保護基金制度:

0価格規制 Oオンサイト・モニタリング 0保険契約者
(金利・手数料)1-.(金融庁検査， 日銀考査等)

保議機構制度:
0商品性規制 Oオフサイト・モニタリング

(報告徴求，取引監視)

第2節規制・監督の理念の転換

わが国における金融機関に対する規制・監督については，第二次世界大戦中から戦後に

かけて長年に亘って「護送船田方式jがとられてきたと言われている。これは金融機関全

体を一つの船団と見立てて，船団の指揮官である金融当局がひとつの金融機関の落ちこぼ

れもなく，目的地に誘導するという行政のスタイルを表現するものであった。そこでは，

船団を組む金融機関が厳選され(参入規制)，かっ脱落者が出ないよう(退出規制)，競争

が制限された。上述の規制・監督の類型に照らすと，競争制限的措笹を中心とする事前的

措置が重視され，事後的措置はほとんど必要とされない状況が生み出されてきたと言うこ

とができょう。このような競争制限的措置，とりわけ業務分野規制による金融機関の分業

体制jや金利規制は，特定の産業分野への重点的かっ低金利での資金供給を可能とし，戦後

復興およびその後の高度経済成長を促進してきたと評価されている。

しかし， 1973年 10月の第一次石油危機が契機となって，わが国が低成長経済に移行す

るとともに，上記の競争制限的規制による弊害(資源配分の非効率等)が包立つこととな

り， 1980年代以降これらの規制の緩和による金融自由化が進められることとなった。さら

に， 80年代後半のパフ事ル経済とその後の崩壊による影響から，金融機関の経営破綻は避け

られない事態となった。ここに至って，規制・監督の理念は，それまでの「護送船団方式j

から敗退者の出現を当然の前提とするものへと大きく転換され，また，行政の手法も，裁

量的なものからルールに基づく透明性の高いものへと切り替えられることとなった(6)。

第 3章規制・監督の再編

このような方向転換の中で，規制・監督は抜本的に再編されることとなった O 本章では，
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規制・監督の方法の再編を取り上げ，規制・監督の実施体制の再編については次の第 4章

で取り上げることとする。

規制・監督方法の再編の特徴は次のように整理することができる。第一に，事前的措置

について，競争制限的措置が緩和ないし撤廃されるとともに，非競争制限的措置が強化・

拡充されたこと，第二に，セーフテイ・ネットを中心に事後的措置が整備されたことであ

る。以下. ]11買にみていく。なお，現行の非競争制限的措置については，第 5章で個別業態

ごとに，また事後的措置については. r金融システム法講義J(3)でそれぞれ詳しく取り上

げることとする。

第 1節競争制限的措置の緩和・撤廃

事前的措置のうち競争制限的措置には，上述のように，参入・退出規制，業務分野規制，

価格規制，商品性規制などがあるが，これらの規制は. 1980年代半ばの「日米円ドル委員

会Jmを契機とする本格的な金融自由化(とくに 1992年金融制度改革法(8l) の中で漸次緩

和が進められ. 90年代末の「日本版ビッグパンJ('l(とくに 1998年金融システム改革法(叫

により，多くのものが緩和ないし撤廃された。

(6) 金融行政をはじめとする大蔵省改革プロジェクトチーム「新しい金融行政・金融政策の構築に向

けてJ(1996年6月13日).大蔵省の行政のあり方に関する懇談会「報告書J(1998年7月17日)

等を参照。

(7) 同委員会は，当時のわが国の対米貿易黒字とその原因とされた円安ドル高の是正をテーマとして

1984年2月に設置されたが，円安の背景には円資産の魅力を減殺している日本市場の閉鎖性や不自

由性という事情があるとの米国の見方に基づき，テーマの重点は，円市場の自由化・国際化に移行

することとなった。そして同委貝会は同年5月，①ユーロ円布場の拡充，②金融・資本市場の自由

化.a:外国金融機関の日本市場への参入，の 3点を柱とし，具体的な実施スケジュールを定めた報

告書を取りまとめ公表した。同報告書の公表にあわせて，大蔵省は.r金融の自由化と円の国際化の

ついての現状と展望jを公表し.本格的な金融自由化・国際化の方針を打ち出した。

(8) 正式名称、は「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」であり，

銀行法，証券取引法等 16の法律を一括して改正または廃止するものであった(1993年4月1日施

行)。同法制定に先立つ検討については，金融制度調査会 [1991].証券取引審議会[1991]を参照。

(9) 1996年 11月に当時の橋本内閣が「フリー・フェア・グローパルjの理念のもとに，わが国の金

融資本市場を 2001年までにニューヨーク，ロンドンと並ぶ国際的市場として復活させることを目標

に[日本版ビッグパン構想jを提唱した。これを受けて行われた金融制度調査会，証券取引審議会

等の答申を踏まえ.金融システム改革法(1998年)等が制定され，多くの競争制限的規制が緩和-

J註廃された。

(10) 正式名称は「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律Jであり，証券取引法，

銀行法，金融制度改草法等 24の法律を一括して改正するものであった(1998年 12月1日施行)。

同法制定に先立つ検討については，金融制度調査会[1997].証券取引審議会[1997]を参照。
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1.参入・退出規制

銀行を中心とする「護送船団方式Jを特徴づけていた厳しい参入・退出規制が順次緩和

された。

(1)参入規制

後述の業務分野規制も広い意味では参入規制jのひとつであるが，ここでは狭義の参入規

制として開業規制を取り上げる。

金融機関が営業を行うには免許の取得等を認す開業規制が行われている。金融機関のう

ち銀行と保険会社については免許制(銀行法4条，保険業法3条)がとられている一方，

証券会社については.1998年 12月から登録制がとられている。なお，証券会社について

は，証券取引法 (1948年)が制定された当初は登録制.1965年の山一誼券の経営危機の後

の同法改正で免許制に変更され規制が強化されていたが，日本版ピッグパンによる規制緩

和の一環として，証券取引法が改正され登録制に戻された (28条)(U)。

また，銀行，証券会社，保険会社が免許ないし登録を受けるためには，最低資本額を満

たすことが求められる。このうち銀行と保険会社については，その額が 10億円を下回って

はならない旨が法律で定められ(銀行法5条2項，保険業法6条2項).そのうえで政令に

より銀行については 20億円，保険会社については 10億円と定められている。

(2)退出規制

前述のように，戦後長期に亘る「護送船団方式Jのもとでは，一つの金融機関も脱落し

ないよう金融行政が運営されてきた。もちろん，その過程で一部の零細金融機関の経営が

行き詰まることもあったが，その場合には，金融当局の行政指導を背景に，当該金融機関

と関係の深い有力金融機関による支援ないし救済が行われ.r船団Jが維持されてきた。そ

の意味では，厳重な退出規制lが行われてきたと見ることが可能であろう。

しかし.1990年代に入り，バブル経済が崩壊すると，多くの金融機関の破綻が現実のも

のとなった。詳しくは「金融システム法講義J(3)で取り上げられるが，銀行では.1991 

年に東邦相互銀行に対し初めて預金保険制度が適用されたのに続き. 1995年兵庫銀行，

1997年北海道拓殖銀行.1998年日本長期信用銀行，日本債券信用銀行，等，現在までに大

小20の銀行が破綻した(信用組合まで含めた預金取扱金融機関全体では 181)。また，証

券会社では. 1997年に三洋証券と山一誼券が，保険会社では. 1998年に日産生命. 1999 

(11) 金融商品取引法では，証券会社を含む金融商品取引業者に対して登録制がとられている (29条)。
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年に東邦生命， 2000年には第百生命，第一火災，千代田生命，というように破綻が続出し

一，.
~。

このように，金融機関の破綻が多発する中で，金融再生法等の緊急立法や預金保険法の

改正等が行われ，それまでのような「護送船団方式Jのもとでの「退出させない規制jか

ら，いわば「円滑に退出させる規制Jへと転換されてきたと見ることができょう。

(3)底舗規制

銀行が営業所および代理庖の設置，位置の変更，種類の変更，廃止を行おうとするとき

は，長年に亘り，大蔵大臣(当時)の認可を受けなければならないとされ(銀行法8条)，

大蔵省は，認可にあたり，新設庖舗の位置や数について通達で、厳しく制限してきた。銀行

にとって庖舗は営業の基盤であり，後述のように預金金利が規制され，一定の利鞘の確保

が容易な状況の下では，預金量の多寡が収益力に直結することから，預金吸収の場である

庖舗の新設の可否は競争力に大きな影響を及ぼすものであった。しかし，その後，預金金

利の自由化や業務分野規制の緩和が進められる中では，庖舗数の多寡は必ずしも収益力に

直結するとは限らなくなったことから，店舗規制は， 1992年の行政改革の一環として緩和

され， 1998年の金融システム改革法により原則撤廃されるに至った。

現行の銀行法 (8条)では，国内での営業所の設置，位置の変更，種類の変更，または

廃止，代理庖の設置または廃止については届出制がとられている。なお，外国における営

業所の設置等については認可制が維持されている。

2.業務分野規制

わが国の金融組織は，戦後長期に亘って，銀行・証券分離，長短金融分離等の業務分野

規制によって，縦割りの分業体制がとられてきたが， 1980年代以降，これら各種の業務分

野規制そのものの緩和に加え，業態別子会社方式による相互参入や金融持株会社の解禁に

よって，分業体制からいわば協業体制へと転換されつつある。詳しくは， r金融システム法

講義J(4)に譲ることとし，ここではその要点のみを確認しておこう。

(1)各種の金融業務の分離

(銀行・証券分離)

証券取引法65条 1項は，銀行その他政令で定める金融機関が同法2条8項各号に掲げる

行為を営業として行うことを禁止した山。同法2条8項各号に定める行為とは証券業を意
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味することから，銀行等は，原則として証券業を行うことはできない。ただし， 65条 I項

但書は，顧客の注文を受け顧客の計算で行う有価証券売買等，投資目的で行う有価証券売

買等，一定の行為はこの限りではないとしているほか，同2項は条本文を適用しない

行為として，国債証券等に関する証券業務等を掲げている。

こうしたもとで，証券取引法 65条2項により政令で定める行為を追加するとともに，こ

れに併せて銀行法による付随業務等としてその取扱いを明確化するという形で， 1981年に

国債の窓口販売， 1992年に CP取扱い， 1998年に有価証券デリパテイプ商品および証券化

商品の取扱い，というように，銀行等の行いうる証券業務の範囲が順次拡大されてきた。

このような証券取引法による銀行・証券分離規制jの枠組みは金融商品取引法に引き継が

れた。金融商品取引法は， 33条 l項において，銀行等が有価証券関連業または投資運用業

を行うことを禁止するとともに，同但書において，銀行等が投資の目的で行う有価証券の

売買等を認めている。また 33条2項において，銀行等が顧客の書面による注文を受けて行

う有価証券の売買等やデリバティブ取引等については l項本文を適用しないこととしてい

る。

(長短金融分離)

1952年の長期信用銀行法制定により，金融債の発行による長期資金の調達を長期信用銀

行にのみ認める一方で，普通銀行の資金調達手段である預金の期間は 1年以内に制限する

という形で，銀行業務の中でも，長期金融と短期金融の分離が行われてきた。その後，普

通銀行預金の期間の規制は順次緩和されてきたが， 1992年金融制度改革法により，それま

で禁止されていた期間3年の中長期預金の発行が認められたのに続き， 95年には期間 5年

超の預金が解禁されたほか， 1998年金融システム改革法により，銀行等に社債の発行が認

められるに至って，長短金融分離規制はその実質が失われることとなった。

(信託分離)

わが国では，戦後長年に亘り信託業務を専業とする信託会社は存在せず，銀行法に基づ

く銀行が信託兼営法 (1943年制定 「銀行の信託業務の兼営等に関する法律J) により信託

(12) 銀行・証券分離を定める証券取引法65条は，金融商品取引法33条に基本的に引き継がれている。

ただし，金融商品取引法における金融商品取引業の概念は証券取引法における証券業の概念から拡

大されたため， r証券業」に相当する概念として新たに「有価証券関連業jの概念が設けられ (28

条8項)，銀行等が「有価証券関連業J(または投資運用業)を行うことは原則として禁止されてい

る (33条 1項)。
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業務を兼営してきた (1992年の法改正で兼営することのできる金融機関の範囲が「銀行そ

の他の金融機関」に拡大された)。この間， 1954年，当時の大蔵省は，行政指導により，

長短金融分離の一環として銀行業務と信託業務の分離を図り，信託業務を主業とする銀行

以外の銀行に対し，信託業務の分離を促した(日)。この結果，長年に亘り，信託銀行の数は

10行弱の少数に抑えられ保護育成されてきたが， 1984年の「日米円ドル委員会jでの合意

に基づく外国金融機関の参入凶を契機に，信託分離規制はその実質が失われることとなっ

一，.，-。

(2)業態別子会社方式による相互参入

1992年金融制度改革法により，業態別子会社方式による業務の相互参入が認められるこ

ととなった。すなわち，銀行は証券子会社、信託銀行子会社を，信託銀行は証券子会社を，

証券会社は銀行子会社、信託銀行子会社をそれぞれ業態別子会社として保有することが可

能となった。ただし，当初は，銀行の証券子会社への免許付与に際し，当分の問，株式の

ブローカー業務をしてはならない等，また信託銀行子会社にも，行政上の措置として，貸

付信託・年金信託等を除外する等の条件が付されることとなった。こうした条件が撤廃さ

れたのは， 1998年 10月の金融システム改革法の施行によってである。

この間，保険会社については， 1996年の新保険業法により，子会社方式による生命保

険・損害保険聞の相互参入が認められたほか， 1998年金融システム改革法により，業態別

子会社方式に基づく保険会社と金融他業態との相互参入が認められることとなった。

(3)金融持株会社の解禁

独占禁止法9条の改正(1997年 12月施行)により純粋持株会社が解禁されたのを受け

て，金融持株会社関連法(銀行法等改正)が成立し，金融持株会社の設立が可能となった

(金融持株会社の設立には内閣総理大臣の認可が必要)。これにより持株会社の下に銀行，

証券会社，保険会社等を子会社として配置し，一つのグループとして経営することができ

ることとなった。そして現実にも，持株会社方式による金融グループの再編成が急速に進

展し，かつて 20数行にのぼった都銀・長信銀等の上位業態の銀行は，みずほフイナンシャ

ル・グループ(以下 FG)，三菱 UFJ • FG，三井住友 FGの三つのメガバンク・グループを

中心に集約されてきている。

(13) ほとんどの銀行がこの行政指導に従った中で，大和銀行(当時)はこれに従わず信託業務の兼営

を続けた。

(14) 1985年6月に米英等9銀行の参入が認可された。
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3.価絡規制

銀行，証券会社，保険会社が提供する商品・サービスの価格である預金金利，証券手数

料，保険料に関する規制も順次緩和・撤廃された。

(1)預金金利

民間金融機関の預金金利については，第二次大戦前は銀行間の金利協定により，また戦

後，金利協定が独占禁止法(1947年)に抵触し廃止された後は. 1947年臨時金利調整法に

基づく日本銀行のガイドラインによって，その上限が事実上規制されてきた。

その後わが国経済が低成長に移行した 1970年代半ば以降，金利規制が効率的な資金配分

を阻害するという弊害が目立つようになった。このため.1979年5月に自白金利の譲渡性

預金 (CD)が初めて発行(最低預入単位5億円.84年 1月に3億円へ引下げ)されたのに

続き.80年代半ば以降は.r日米円ドル委員会j報告書および大蔵省「金融の自由化と円

の国際化についての現状と展望」に基づき規制緩和が進められることとなった。ただし，

その進め方は，後述の業務分野規制の緩和を含め，中小金融機関の経営への影響に配慮し

た段階的かっ漸進的なものであった(j日。

すなわち，大蔵省(当時)は，金利自由化の進め方について，①CD発行単位の小口化，

②市場金利連動型大口預金の導入，③大口預金の金利規制lの緩和，④小口預金金利の自由

化の検討，の4段階を設定し取り組むこととした。この手順に沿って. 1985年4月に CD

発行単位の引下げ (3億円→ l億円)とこれに金利が連動する預金 (MMC)の導入(最小

発行単位 5000万円)が行われたのに続き，自由金利の大口定期預金の導入 (85年 10月，

同10億円)とその小口化，小口 MMCの導入 (89年6月，同 300万円)とその小口化，小

口定期預金の導入 (91年 11月，同 300万円).というように，極めて慎重に自由化が進め

られた。この結果，定期預金金利が完全自由化されたのは 1993年6月であり，流動性預金

金利が完全に自由化された 1994年 10月までには.CDの発行解禁から実に 15年を要した。

この間，小口預金金利の自由化においては，郵便貯金の存在が大きな障害となった。す

なわち，郵便貯金は，零細貯蓄手段として 1875年に取扱いが開始されたが，その後も一貫

して増強が図られ.1990年代前半には個人預貯金残高の約3割を占めるまでに至っていた。

こうした郵便貯金の規模拡大の背景には，定額郵便貯金といった民間金融機関の預金に比

(15) 大蔵省(当時)は，日米円ドル委員会報告書と同時に公表した文書「金融の自由化及び円の国際

化についての現状と展望」の中で.r金融の自由化は，わが国の金融制度・金融慣行等の有する長い

歴史と伝統あるいは日本の土壌を踏まえつつ，漸進的に対応しせいくことが必要である。Jとのスタ

ンスを表明した。
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ベ有利な商品性が認められていたほか，金利も民間金融機関の預金金利の水準を上回り，

かっその決定方式を異にするという事情があった刷。したがって，民間預金金利の自由化

を進めるためには，少なくとも郵便貯金金利の決定ルールを改めることか不可欠の要件と

なった。このため，大蔵省と郵政省(当時)との聞で郵便貯金金利の決定のあり方につい

て協議が続けられた。その結果， 1992年 12月に定額貯金について， 1994年4月に通常貯

金について，それぞれ民間預金金利と整合的に金利を決定する旨の合意が成立したことか

ら，小口預金金利の完全自由化に漸く目途がつくことになった。

このようなわが国の預金金利自由化は，欧米先進国に比べかなり遅く，ドイツ(1967年)，

英国 (1971年)はもちろんのこと，米国(1986年)にも 10年近く遅れることとなった。

(2)証券手数料

証券会社の株式売買委託手数料も長年に亘り規制されてきたが，金融システム改革法に

より， 1998年 10月に完全自由化された。なお，株式売買委託手数料の自由化は，米国で

は1975年5月に，英国では 1986年 10月にそれぞれ実現しており，この点でも，わが国の

自由化は大幅に遅れることとなった。

(3)保険料

保険会社は，保険料の決定および変更を行うためには「保険科及び責任準備金の算出方

法書」の変更について，内閣総理大臣の認可を受けなければならないとされている(保険

業法 123条)。ただし，専門的知識を有する者を対象とする保険など，保険契約者の保護に

欠けるおそれの少ない保険商品については，その料率を含め届出制が導入された (1996年

新保険業法)。こうした点では，生命保険，損害保険とも同様であるが，損害保険のうち火

災・地震・傷害・自動車・自賠責の各保険については，保険料率の予測が困難なことから，

従来は， r損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された団体(保険料率算定会)

が算出し大蔵大臣(当時)の認可を受けた料率を各社が一律に適用することとされてきた。

しかし，金融システム改革法の中で上記法律が改正され， 1998年7月以降，損害保険会社

に対する算定会算出料率の使用義務が廃止されたことにより，損害保険料の自由化が実現

した。

(16) お便貯金を中心とする金融分野における官業のあり方について， 1981年1月，内閣総理大臣の諮

閃際関としてお貯忽 (r金融の分野における官業の在り方に関する懇談会J)が設置され，同年8月，

定額貯金の商品位の見直し，預貯金金利の一元的決定，等の提言を盛り込んだ報告書が取りまとめ

られたが，提言が実現することはなかった。
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4.商品性規制

1992年の金融制度改革法により，預金，信託商品，社債等の商品性に対する規制が大幅

に緩和され，多様な商品の販売が可能となった。例えば，預金については，それまで禁止

されていた期間3年の中長期預金が認められたのに続き.1995年 10月以降は，期間 5年

超の預金が解禁されたほか，変動金利預金の導入も認められた。また，金融債の発行期間

の多様化，信託商品の多様化(1年未満の短期信託商品，実績配当型信託商品等).社債の

償還期限の多様化，変動利付債の導入等，多岐に亘る規制緩和が行われた。

さらに 1998年金融システム改革法では，とくに投資信託の整備が進められ，新しい投資

信託商品(会社型投信，私募投信)の導入，投資信託商品の設計の自由化(個別商品の承

認制から届出制への変更)等が行われた。

第2節非競争制限的措置の強化・拡充

上述のように，競争制限的措置の緩和ないし撤廃が進められるのに併せて，非競争制限

的措置の強化・拡充が図られた。詳細は第 5章で後述することとして，要点のみを整理す

ると以下のことが言えるだろう。

第一は，各業態に共通して，自己資本比率等の客観的かつ有効な経営指標を用いたバラ

ンスシート規制が法的ルールとして導入・整備されたことである。銀行については. 1993 

年に BIS規制が銀行法に規定されたほか，証券会社についても.1992年に自己資本比率規

制が証券取引法による規制として位置づけられ，保険会社については. 1996年の新保険業

法によりソルベンシー・マージン比率規制が導入された。

第二は，これも各業態に共通して，上記自己資本比率等をもとにした早期是正措置が導

入されたことである。 1998年4月に銀行に対して導入されたのに続き，同年 12月には証

券会社.1999年4月には保険会社へと対象金融機関が広げられた。

第三は，ディスクロージャー規制が強化されたことである。とくに 1998年金融再生法に

より銀行の不良債権についての開示ルールが整備されたことは，市場規律を強化するうえ

でも極めて重要な改革であった。

第四は，上記のような規制を実施する体制の整備が進められたほか，これらの規制を支

える検査・考査等の充実・強化が図られたことである。

第3節事後的措置の整備

事前的措置の再編と併行して，事後的措置の整備も進められた。詳細は「金融システム

法講義J(3)で取り上げるが，要点のみを整理すると，次のようになろう。
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第一は，預金保険制度の整備が進められ，銀行の破綻予防と破綻処理の両面におけるル

ールが明確化されたことである。

第二は，証券業界，保険業界でも，預金保険制度にならって，投資者保護基金制度，保

険契約者保護機構制度が創設されたことである。

第三は，日本銀行の最後の貸し手としての機能 (LLR) について，新しい日本銀行法

(1998年4月施行)の中で位置づけが明確化されたほか，その発動の基準も明示されたこ

とである。

第四は，紛争解決について，とくに裁判外の紛争解決に関する法制整備が進められたこ

とである (2004年 12月「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律J公布)。

第4章規制・監督の実施体制

第1節規制・監督体制Iの変遷

戦後長年に亘って，金融行政は大蔵省(現財務省の前身)がほぼ一手に担い(戦後の一

時期まで保険会社は商工省<現経済産業省の前身>が所管)，銀行局，証券局(戦後一時期

まで理財局証券認は7))，銀行局保険部がそれぞれ銀行，証券会社，保険会社を所管してきた

(このほか国際金融は国際金融局が所管)。

しかし、このような金融機関に対する規制・監督体制は， 1990年代のバブル経済の崩壊

の過程で露呈した銀行の不良債権問題や証券市場での不公正取引問題のほか，金融行政当

局の不祥事も加わって，抜本的に再編成されることとなった。

1.証券取引等監視委員会の設置

上記の体制に事実上初めて大きな変更が加えられたのが， 1992年7月の証券取引等監視

委員会の設置である。そのきっかけとなったのは， 1980年代後半から 1990年代初にかけ

てのバプ，ル経済の中で証券会社が行ってきた株式取引等の損失補填，飛ばし，大量推奨販

売などの不公正な取引の実態が明らかになったことである。これらの問題を起こした証券

会社の営業体質が世間の非難を浴びたのは当然のこととして，これらの取引を監視し防止

すべき立場にあった大蔵省の対応とその体制jも問題とされた。すなわち，大蔵省は，証券

(17) 第二次世界大戦後の一時期，米国の制度にならって，わが国にも証券市場を監視する機関として

証券取引委員会が設置(1947年)されたが，独立後の行政改革の一環として， 1952年に廃止され，

その事務が理財局証券認に分掌されるとともに，大蔵大臣の諮問機関として証券取引審議会が設置

された。



176一金融機関の健全性確保のための規制・監督(木下)

会社に免許を与え，これを監督する立場(いわばコーチ)と市場を監視し公正な取引を確

保する立場(いわばアンパイア)を兼ねているために. {走者の役割が疎かになったのでは

ないかという指摘である(凶。このような問題提起を受けて，市場取引を監視する専門機関

として証券取引等監視委員会が設置されることとなった。ただ，その位置づけは，国家行

政組織法8条に基づく機関として，大蔵省の付属機関とされた。

その後，同委員会は，後述のような大蔵省改革の過程の中で，金融監督庁，金融再生委

員会の下部機関を経て，現在は金融庁の下に設置されている。

2.金融監督庁の設置と金融庁への移行

1994年の東京協和信用組合，安全信用組合の破綻処理の混乱とその過程で発覚した汚職

事件，その後の住宅金融専門会社の破綻処理の混乱やニューヨークを舞台にした大和銀行

の巨額損失事件の処理の不手際，等をきっかけにして，大蔵省に対する批判はさらに高ま

るとともに，金融機関に対する監督能力にも疑問が呈せられるようになった{問。こうした

状況を踏まえ. 1996年 12月25日の閣議決定「行政改革プログラム」に基づき，民間金融

機関等に対する検査・監督を所掌する国家行政組織法3条に基づく機関として総理府に金

融監督庁が設置されることとされた。これを受けて. 1998年6月に金融監督庁が総理府の

外局として設置され，大蔵省が所管していた事務のうち金融機関酬に対する監督事務と検

査事務が移管された。なお，金融および証券取引制度の企画・立案事務は，銀行局と証券

局を廃止し新設された金融企画局に残されることとされた。

その後.2000年7月に金融監督庁は，中央省庁の再編 (2001年 1月)に先行して金融庁

に衣替えし，それまで大蔵省に残されていた金融企画局の所管事務を引き継ぎ，企画・監

督・検査の全てを所管することとなった。大蔵省 (2001年 1月以降は財務省)には，金融

破綻処理制度および金融危機管理に関する企画・立案事務が金融庁との共管という形で残

されることとなったが，これらの財務省所管事務は，財政，国庫，通貨・外国為替等の観

点からのものとされた。

なお，金融庁(その前身の金融監督庁を含む)は，設置当初は下記の金融再生委員会の

(18) 臨時行政改革推進審議会「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答申J0991年9月

13日)等を参照。

(19) 金融行政をはじめとする大蔵省改革プロジェクトチーム「大蔵省改革についての報告J0996年

9月25日)等を参照。

(20) 信用組合のうち一つの都道府県の区域を越えない組合に対する検査・監督事務は，国の機関委任

事務として都道府県が行っていたが.2000年4月から国が所管することとなった。その背景等につ

いては「金融システム法講義J(3)第I章第2節，第3節を参照。
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下に置かれたが，同委員会の廃止後は内閣府の外局とされ，現在に至っている。

3.金融再生委員会の設置と廃止

1998年末にかけて相次いで発生した日本長期信用銀行，日本債券信用銀行の破綻により

金融不安が深刻化する中で， 1998年 10月に成立した金融再生法 (f金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律J)の一環として， 1998年 12月に金融再生委員会が国家行政組織

法3条に基づく機関として総理府の外局として設置された。同委員会は，国務大臣が務め

る委員長のほか，両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する 4名の委員で構成され，金

融再生法に基づく破綻金融機関の処理，早期健全化法 (f金融機能の早期健全化に関する緊

急措置に関する法律J，98年 10月制定)に基づく資本増強等の事項を取り扱うこととされ

た。同委員会は， 2001年1月に廃止され，その事務は金融庁に引き継がれた。

第2節現行の規制・監督体制

以上のような変遷を経てできあがった現行の体制とその任務を簡単に整理しておこう。

なお，行政機関ではないが，規制・監督に重要な役割を呆たしている日本銀行および自主

規制機関についても触れることとする。

1.金融庁

上述のようにして設置さーれた金融庁の任務は， fわが国の金融の安定を確保し，預金者，

保険契約者，有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに，金融の円

滑を図ることJ(設置法3条)とされている。金融庁は，これらの目的を達成するために，

囲内金融，国際業務に関する制度の企画・立案に関する事務，金融機関の検査その他の監

督を行うこと (4条)とされ，これらの事務を総務企画局，検査局，監督局がそれぞれ分

掌している。

なお，金融機関に対する規制の主体としては，法律の条文上は内閣総理大臣と規定され

ているものが多いが，その権限は各業法において，一定の処分を除き金融庁長官に委任さ

れている(銀行法59条1項，金融商品取引法 194条の 7第1項，保険業法313条l項)。

2.証券取引等監視委員会

証券取引等監視委員会は，委員長と委員 2名で構成され，委員長と委員は，両議院の同

意を得て，内閣総理大臣により任命される。

同委員会は，有価証券の売買その他の取引で市場の公正を害するものとして政令で定め
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られた犯則事件(相場操縦，インサイダー取引，損失保証，有価証券報告書虚偽記設など)

の調査を行う。調査に必要があるときは，嫌疑者等に出頭を求め，質問をし，所持品等を

検査すること等ができる(金融商品取引法 210条 l項)。また，同委員会は，裁判所の許可

を得て，臨検，捜査，差押えをすることができ (211条)，犯則の心証を得たときには告発

を行うことができる (226条)。

このほか同委員会は，金融庁長官からの委任を受けて，証券会社および自主規制機関に

対する報告徴収および検査を行うことができ (194条の7第2項)"へその結果必要と認め

られる行政処分等の措置を内閣総理大臣および金融庁長官に勧告することができる(金融

庁設置法 20条 I項)。ただし，米国の証券取引委員会 (SEC)聞とは異なり，自ら行政処

分を行うことはできない。

3. 日本銀行

日本銀行は，オフサイト・モニタリングと考査を通じて，金融システムの安定に一定の

役割を果たしている。

すなわち，日本銀行は，金融政策を実施することのほか，資金決済の円滑化を通じて信

用秩序の維持を図ることもその目的とする組織である(日本銀行法 1条)。この目的を達成

するため，日本銀行は，当座預金取引先に対し，報告の徴収や取引の監視等のオフサイ

ト・モニタリングを通じて，日々の資金繰りを含む経営状況を把握するほか，考査契約

(44条)に基づく立入調査も行っている。

日本銀行は，金融機関に予見しがたい一時的な資金不足が生じた場合等に無担保で貸付

を行うことができる (37条)ほか，内閣総理大臣及び財務大臣からの要請を受けて，信用

秩序維持のために必要な貸付等を行うことができる (38条)とされているo

4. 自主規制機関

わが国の証券取引の自主規制機関として，金融商品取引所と金融商品取引業協会がある(却。

(21) 証券取引等監視委員会の設置当初の検査対象は，証券会社，外国証券会社等の不公正取引に限定

され，証券会社等の財務・内部管理体告IJや投資信託委託業者・投資顧問業者については金融庁検査

局が担当していたが， 2004年の証券取引法改正 (2005年7月施行)により，金融庁長官は，これら

金融庁検査局の検査権限を委員会に委任することができることとされた。

(22) SECは，自ら行政処分を下す権限および法律執行のための必要な規則を定める権限を与えられて

おり，準司法的機関，準立法的機関とも言われている。
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(1)金融商品取引所

金融商品取引所は，金融商品市場を開設するには内閣総理大臣の免許を受けなければな

らない(金融商品取引法 80条 l項)。また，金融商品取引所は，会員制法人または資本の

額が政令で定める金額以上の株式会社側でなければならない (83条の 2)。わが国には現在，

東京，大阪，名古屋，札幌，福岡の 5都市に金融商品取引所が設置されている。

金融商品取引所は，金融商品等の上場および上場廃止，会員等の法令等遵守状況の調査

等を内容とする自主規制業務 (84条2項)を行うが，同業務については，金融商品取引法

および定款その他の規則(業務規程，受託契約準則等)に従って適切に行わなければなら

ないとされている (84条 l項)。また取引所は，会員等が法令や取引所の定款その他の規

程，準則等に違反する行為を行ったときは，過怠金を課し，取引の禁止または制限を命じ，

または除名する旨を定款に定めなければならず (87条)，定款等を変更しようとする場合

は，内閣総理大臣の認可を受けなければならない (149条 1項)とされている。

なお，金融商品取引所が担う自主規制機能については，他の業務から独立して遂行され

ることが肝要であり，自主規制業務を行う組織として，自主規制法人 (102条の 2以下)

および自主規制委員会 (105条の 4以下)の二つの制度が整備され，金融商品取引所が自

ら同業務を行うことを含め，複数の選択肢が用意されている。

(2)金融商品取引業協会

金融商品取引業協会は，有価証券の売買その他の取引およびデリパテイブ取引等を公正

かつ円滑にし，並びに金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護に資する目的で組

織される団体であり(金融商品取引法 67条 l項， 78条 1項)，認可金融商品取引業協会

(以下「認可協会J) と認定金融商品取引業協会(以下「認定協会J) とがある。認可協会は

金融商品取引業者でなければ設立することができず (67条の 2第 1項)，金融商品取引業

者が認可協会を設立しようとするときは内閣総理大臣の認可を受けなければならない (67

条の2第2項)。認定協会は，金融商品取引業者が設立した一般社団法人で一定の要件に該

当するものを内閣総理大臣が認定するものである (78条 l項)。

認可協会は，広頭有価証券市場を開設しようとするときは，その規則に所定の事項を定

(23) 改正前の証券取引法では，金融商品取引所は証券取引所，金融商品取引業協会は証券業協会とそ

れぞれ呼称されていたが，同法の改正による金融商品取引法では，金融先物取引法等の統合に伴う

各種柔!teの自主規制後関(金融先物取引所，金融先物取引業協会，投資信託協会，証券投資顧問業

悩会等)の自主規制機能の横断化を図る規定の整備が行われた。

(24) 20∞年5月の証券取引法改正 (2∞l年1月施行)で株式会社組織の証券取引所が可能となった。
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め内閣総理大臣の認可を受けなければならならず，規則を変更しようとするときも同様で

ある (67条の 12)。また，内悶総理大臣は，取引等の公正を確保し，または投資者を保護

するために必要なときは，定款その他の規則の変更を命じることができる (73条)ほか，

協会が法令等の違反を行った場合，または協会員等が法令等に違反したにもかかわらず協

会が必要な措置を怠った場合には，設立認可の取消等の処分を行うことができる (74条)。

他方認定協会は，会員等に対する指導，勧告等の業務を行うものとされ (78条2項)，

所定の事項を規定した業務規程を定め内閣総理大臣の認可を受けなければならず，業務規

程を変更しようとするときも同様である (79条の 3)。また，内閣総理大臣は，認定協会

の業務の運営に改善が必要であると認めるときは必要な措置を命ずることができる (79条

の6第 l項)ほか，命令等に違反している場合は認定の取消または業務の停止を命ずるこ

とができる(同2項)。

第5章金融機関に対する健全経営規制・監督

第 I節銀 行

1.自己資本比率規制

(1) BIS規制

銀行経営の健全性を判断する際に最も重視される指標として自己資本比率があり，それ

を一定水準以上に維持するよう求める規制を自己資本比率規制という。同規制については，

わが国では，長年に亘り大蔵省の通達による行政指導として実施されてきたが， 1988年に

国際決済銀行 (BIS)の「パーゼル銀行監督委員会Jで国際統一基準が合意された (BIS規

制)のを受けて， 1992年に銀行法が改正され， 1993年3月期以降は法的規制として実施さ

れている (14条の 2)。

BIS規制による自己資本比率は，資本金，法定準備金，剰余金等からなる基本項目

(Tier 1 )と有価証券の含み益の 45%，劣後ローン，劣後債等からなる補完項目 (TierII ) 

を加えたものを分子とし，個々の資産のリスク度に応じてウェイト付け(政府向け債権

0%，抵当権付き住宅ローン債権 50%，一般企業向け債権，個人向け債権 100%等)をし

た資産額(リスク・アセット)を分母として算出される。そのうえで， BIS規制は，同比

率を 8%以上に維持するよう求めている。なお， BIS規制は，当初は信用リスクのみを対

象としてスタートしたが， 1996年に金利リスク等の市場リスクも対象に含めることとし，
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97年から実施されている(わが国は 98年3月期決算から実施)。

なお，わが国では，上記BIS規制の規制水準 (8%以上)は，わが国の銀行のうち海外

で活動している銀行(国際基準適用銀行)にのみ適用され，それ以外の銀行(囲内基準適

用銀行)には，この半分の規制水準 (4%以上)が適用される。

(2)新 BIS規制

その後，バーゼル銀行監督委員会では，上記の規制jの枠組みが近年の金融の情報化やグ

ローパル化の進展に伴うリスクの多様化・複雑化に十分対応できなくなってきたとの認識

が強まり， 1998年以降，規制の抜本的な見直しの検討が進められてきた。その結果，市中

との協議が整ったことから， 2004年6月に新BIS規制案が公表され， 2006年度決算から順

次適用が開始されることとなった刷。

新 BIS規制のポイントは，規制水準 (8%以上)は変えずに，自己資本比率を算出する

際の分母であるリスク・アセットの計上に際し，①信用リスクの計測を精紋化するととも

に，①オペレーショナル・リスクを対象リスクに加える(市場リスクについては従来と同

じ)点にある。

まず信用リスクの計測の精綴化については，一律のリスク・ウェイトを適用する従来の

方式を改め，銀行は，①標準的手法(従来の規制を一部修正)，②内部格付手法(基礎i的ア

プローチ)， @内部格付手法(先進的アプローチ)の3つの選択肢の中から自らに最も適し

た手法を選ぶこととされた。このうち標準的手法は，従来の規制の延長線上にあると言え

るが，借り手の特性等に応じてリスク・ウェイトをよりきめ細かく設定している。すなわ

ち，主な変更点と~しては，①中小企業・個人向け与信について，小口分散によるリスク軽

減効果を考慮してリスク・ウェイトを引き下げる (100%→ 75 %)，②同様の理由から住

宅ローンのリスク・ウェイトを引き下げる (50%→35 %)，①不良債権について，引当率

の多寡に応じてリスク・ウェイトを加減する，等がある。他方，内部格付手法は，各銀行

が有する行内格付を利用して借り手のリスクをより精綴に計測するものである。すなわち

行内データをもとに，債務者ごとのデフォルト確率，デフォルト時損失率等を推計してリ

スク・ウェイトを計算するものであり，その手法によって，①デフォルト確率の自行推計

にとどまる[基礎的アプローチJと，②デフォルト時損失率等まで自行推計する T先進的

アプローチ」とに分けられる。これらの内部格付手法を選択する場合には、一定の要件を

充足したうえで監督当局の事前承認を得る必要がある刷。

(25) パーゼル銀行監督委u会[新BIS規制案J(2004年6月26日)のほか，金融庁と日本銀行による

解説資料等を参!照(ホームページから入手可能)。
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次に，新 BIS規制では，オペレーショナル・リスク(事務事故，システム障害，不正行

為等で損失が生じるリスク)が新たにリスク計測の対象に加えられることになった。これ

についても，信用リスクと同様に 3つの選択肢が設定され，銀行は，①基礎的手法(粗

利益を基準に掛け目 15%をかけてリスクを算出).②粗利益配分手法(全体の粗利益を、

リーテイル、ホールセール、投資銀行部門等8つの業務分野に配分して，各分野ごとに 12

-18 %の掛け目をかけてリスクを算出).①先進的計測手法(過去の損失実績等をもとに

所要自己資本を算出)の中から，自らに最も適した手法を選択することとされている。こ

のうち「粗利益配分手法jまたは[先進的計測手法」を選択する場合には、監督当局の事

前承認を得ることが必要である問。

以上概説したことからも分かるように，新 BIS規制は，リスク評価を精綴化するととも

に，リスク評価手法として市中銀行の経験を幅広く採入れることにより，リスク管理の高

度化を通じて健全経営を促すものであると見ることができ，その実施じよる銀行経営の変

化が注目されるo

2.早期是正措置

早期是正措置は. 1993年に米国で初めて導入(加されたものであるが，わが国では. 1996 

年の金融機関経営健全性確保法 (1金融機関の健全性確保のための関係法律の整備に関する

法律J)により制定され(剖. 1998年4月から実施された(銀行法 26条 2項)。これにより

期待される効果としては，①適時に是正措置を講じることにより，金融機関の経営の健全

性確保と破綻の未然防止を図ること，②是正措置の発動ルールの明確化を図ることにより，

行政の透明性確保に資すること，①金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制を図

ること，等が指摘されている。

早期是正措置は，自己資本比率を基準として発動されるものであり，具体的には，次表

(26) 2007年3月末に国内の 12グループ 19金融機関に対し、「基礎的内部格付手法」の採用が承認さ

れた。「先進的内部格付手法」は、 2008年3月末から実施される予定となっている。

(27) 2007年3月末に 22グループ45金融機関に対し、「粗利益配分手法jの採用が承認された。「先進

的計測手法jは、 2008年3月末から実施される予定となっている。

(28) 米国では.1980年代後半から 90年代初めにかけて金融機関の破綻が急増し，預金保険の基金が

枯渇する事態となったことを踏まえ，金融機関の破綻を未然に防止するため，経営が悪化した金融

機関に対し早期に介入してその改善を促すことによって預金保険基金の損失を抑えることを主たる

目的として導入された (1991年連邦預金保険公社改善法.1993年7月施行)。

(29) 同法の制定に先立つ検討については，早期是正措置に関する検討会「中間取りまとめJ0996年

12月初日)を参照。
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に示すように，自己資本比率 8%未満 4%以上(囲内基準適用銀行は 4%未満 2%以上)

の銀行に対する経営改善計画の提出命令から，同 0%未満の銀行に対する業務停止命令ま

で，経営の悪化度合いに応じて是正措置がとられることとされている。

(図表2-2)銀行に対する早期是正措置の概要

自己資本比率

区分 指貨の概要

国際統一基纏 園内義準

1 B %  4~‘ 
原則として資本の増強に係る指置を含む経醤改警計画の鑓出及び

来S瞳 朱満
その実行命令

2 4崎 Z柿 資本培E主計画の提出及び実行.配当文t主役員賞与の穣止又は仰

来涜 朱潰 制、総資産の圧縮又は増加抑制、高金利預金の受入れの禁止又は

仰制、営業所に置ける業務の縮小、営業所の鹿止‘子会社又は海

件現法の業務の錨IJ~.. 子会社又は海外現法の練式の処分等の命令 | 

2の Z 2 %  '軸 自己資本の充実‘大幅な輔の縮小、合併又は銀行業の廃止等の | 
来満 来満 指置のいずれかを選択した上当訟選択に係る措置を実施すること

の命令

3 0%  O~‘ 義務の一節又I~全部の停止命令

来満 来涜 但し.以下の場合には第二区分のニ以上の鎗置を講ずることがで

きる.

①金凪僅慢の含み益を加えた純資産冊舗が正の値である場合.

②含み益を加えた純資産価値が負の値であっても.!)それまで

の経営改普計画や個別措置の実施扶況と今後の実現可能性、

iI】業務収支率等収益事の状況、 ii!)不良債権比率の紋況.等

を総合的に勘案のよ‘明らかに純資産価値がEの値となる見込

みがある場合.

なお.同区分に鼠さない金融橿闘であっても、含み舗を加えた純

資産価値が負の値である場合や.負となることが明らかに予想さ

れる渇合I主‘.積停止命令を発出することがありうる.

(資料)金融庁

3.大口信用供与規制

銀行の信用供与が特定の者に集中すると，銀行の資産の流動性が低下し，債務者の経営

状況の悪化が銀行の健全性の低下に直結しかねないことになる。このため銀行法は，同一

人に対する信用供与等(貸出，債務保証，出資等)を広義自己資本の一定比率(対同一会
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社グループ40%，会社単体 25%，銀行主要株主 15%，等と政令により規定)以内に抑え

ることを求めている(13条)。

4.ディスクロージャー規制

銀行は，商法特例法の大会社として，同法の開示規制jに服するが，銀行法は，さらに詳

細な開示規制を定めている。すなわち，銀行は，単体および連結ベースの貸借対照表，損

益計算書を，事業年度経過後3ヶ月以内に公告しなければならず(銀行法20条 I項)，そ

の公告は日刊新聞紙への掲載または電子公告の方法でおこなわなければならない (57条)。

また，貸借対照表，損益計算書は，公告のみならず，すべての営業所に備え置き，公衆の

縦覧に供しなければならない (21条I項， 2項)。

以上に加えて，銀行の情報開示については，とくに不良債権額の開示が重要である。バ

ブル経済の崩壊により，銀行は多額の不良債権を抱えることとなったが，従来これらのデ

ィスクロージャーが不十分であったことから，銀行経営に対する国民の不信感が高まるこ

ととなった。金融制度への国民の信頼を回復するためにも，経営内容の透明性を高めるこ

とが不可欠の前提となったことから，銀行法 (21条 l項 2項)を受けた内閣府令および

1998年に制定された金融再生法は，それぞれ不良債権の詳細な開示基準を定めた。

銀行法は，貸出金を対象として，不良債権(リスク管理債権と称す)を次のように 4分

類して開示することを銀行に義務づけ，これに違反した場合の罰則を設けている。

①破綻先債権:未収干IJ息不計上貸出金のうち更生手続き開始等の事由が生じているもの

②延滞債権:未収利息不計上貸出金であって，破綻先債権及び債務者の経営再建又は支

援を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外のもの

③3ヶ月以上延滞債権:元金又は利息の支払いが3ヶ月以上延滞している貸出債権

④貸出条件緩和債権:経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り，債権の回収を

促進するために，債務者に有利な条件改定を行った貸出債権

一方，金融再生法は，貸出金，貸付有価証券，外国為替等を対象として，不良債権(再

生法開示債権と称す)を次のように分類して開示することを求めている。

¢破産更生債権及びこれらに準ずる債権:破産，会社更生，民事再生手続き等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

②危険債権:債務者が経営破綻の状態には至っていないが，財政状態及ぴ経営成績が悪

化し，契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

③要管理債権:3ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権

このように銀行法と金融再生法では，不良債権の対象が異なるほか，分類基準も若干異
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なる(上記の銀行法①②と再生法①②が全体として対応するものの，①②問の線引きが異

なる。銀行法③④を合わせたものが再生法③に対応する)。世間では再生法開示債権がとく

に注目されている。因みに，預金取扱金融機関全体の再生法開示債権額は 2001年度末の

52兆4420億円をピークに減少に転じ，直近の 2006年度末には 17兆 7290億円となってい

る。

第2節証券会社

1.自己資本比率規制

金融商品取引法において，証券会社を含む第一種金融商品取引業者に対し，その財務の

健全性を維持するために自己資本比率規制lを採用している。 1990年に旧証券取引法に導入

され， 92年に法定された。すなわち，証券会社を含む第一種金融商品取引業者は，自己資

本から固定資産等を控除した額を分子とし，それをリスク相当額(市場リスク相当額，取

引先リスク相当額，基礎的リスク相当額の合計)で除して自己資本規制比率を算出し(金

融商品取引法46条の 6第l項)，同比率が 120%を下回らないようにしなければならない

(同2項)。また，同比率を毎月末に内閣総理大臣に届け出る(同 1項)とともに公表(同

3項)しなければならない。

2.早期是正措置

内閣総理大臣は，上記の自己資本比率が 120%を下回った証券会社を含む第一種金融商

品取引業者に対し，経営改善計画の提出・実行，財産の供託等(金融商品取引法53条1項)

を， 100 %を下回った場合には， 3ヶ月以内の業務停止命令等(同 2項)を，さらに業務

停止命令後3ヶ月経過した後も 100%を回復する見込みがないときは，登録取消しの措置

(同3項)を，それぞれとることができるとされている。



186一金融機関の健全性確保のための規制・監督(木下)

(図表2-3)証券会社に対する早期是正措置の概要

早期是正措置

① 自己資本規制比率が 140%以下となった場合〈 命令 〉

直ちに当局へ報告、財産の主お兄を説明

② 自己資本規制比率が 12 0%未満となった渇合〈法律〉

具体的改善語十酉の提出・実行

投 資者保護のため 必要な場合→ 業務改善命令

③ 自己資本規制比率が10 0%未満となった場合〈法律〉

投資者保護のため，必要な場合→ 3力 月以 内の業務停止命令

3ヵ月経迫主主灸も回復の見込みがないま暴合 → 登録取消し

(資料)金融庁

3.信用供与規制

証券会社に謀せられている信用供与規制としては，信用取引規制があるが，これはバラ

ンスシート規制ではなく，信用取引における委託証拠金差入れ義務等，取引自体の健全性

確保を目的とするものである。

4.ディスクロージャー規制

証券会社は，株式会社として商法上の開示規制に服するほか，金融商品取引法に基づき，

事業年度ごとに，業務および財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し，本支

店等すべての営業所に備え置き，公衆の縦覧に供しなければならない(金融商品取引法46

条の 4)。このほか，上記自己資本比率を記載した書面を四半期ごとに作成し，開示しなけ

ればならない (46条の 6第3項)。

第3節保険会社

1.ソルベンシー・マージン比率規制

保険会社は，将来の保険金の支払いに備えて責任準備金の積み立てが求められる(保険業

法116条)が，それに加えて，通常の予測を超えるリスクに対応できる支払余力を有してい

ることを判断するための基準(ソルベンシー・マージン比率)が定められている(保険業法

130条)。ソルベンシー・マージン比率は，基金(資本金)，価格変動準備金，危険準備金等

の合計額からなる「ソルベンシー・マージン総額jを分子とし，これを分母「リスクの合計

額(保険リスク，予定利率リスク，資産運用リスク，経営管理リスクの合計)の 2分の 1J 
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で除して算出され，保険会社は同比率を 200%以上に保つよう求められている。

2.早期是正措置

上記ソルベンシー・マージン比率をもとに，同比率が200%を下回ったときは，経営改

善計画の提出・実行命令が， 100 %を下回ったときは，配当・役員賞与の禁止または抑制，

新規契約の予定利率の変更，営業所等の縮小等の措置が命じられる。さらに同比率が0%

を下回ったときは，業務の全部または一部の停止が命じられる。

(図表2-4)保険会社に対する早期是正措置の概要

保険金等の支払能力の充実

の状況に係る区分 t昔霊の肉容

非対象 川ペシシー・ト~:，比率

区分 2 0 0%以上

第 一 川ペンシー・トジシ比率 経嘗:の健全性を確保するための合理的と認められる改善

区分 ， 0 O~色邑よ止ニ 昔十00の提出の求め及びその実行 の命令

2 0 0%未満

第二 ツルペンシー・マ-~シ kι等主 次 に掲げる保険金等の支払能力の充実に資す る 措 置 に 係

区分 0%J;l..Jニ る命令

唱 00%未満 - 保険金等の支払能力の充実に係る合浬的と留められる

計画 の 鑓 出 及 び そ の 実 行

-配当又I主役員賞与の銭止又はその額の抑制

|・社員配当又は契約者配当の禁止又はその額の抑制

-新規契約の予定利率の変更

-リスクの高い投資行動の抑制

r • J事業費の何司自1

-一部の営業所又は事務所における業務の縮小

-子会社等の株式又は持分の処分

-その他金融Ii'gt庁長官が必要と留める措置

第三 川ペンシー ト力 「期限 …輔 の全 …-…止の命令

区分 0%未 満

(資科)金融庁

3.資産運用規制

保険会社の資産運用が特定のリスクの高い資産に集中すると，多額の損失を被り保険契

約者への保険金支払いに支障が生ずることになりかねないため，保険会社の資産運用につ

いては，対象資産毎に運用額の制限が認せられている(保険業法 97条の 2)。ただし，
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1996年の新保険業法では，財産利用方法書が廃止され，規制lの方法についても，①囲内株

式および外貨建資産は総資産額の 30%を上限，②不動産同 20%，@債券，貸付金，貸付

有価証券同 10%，という比率規制(いわゆる r3: 3 : 2規制J)が導入された倒。

4.ディスクロージャー規制

旧保険業法では，ディスクロージャーに関する規定はとくに設けられていなかったが，

1996年の新保険業法では，保険会社についても，銀行と同様の公衆縦覧型のディスクロー

ジャー規定が新たに設けられた。すなわち，保険会社は，事業年度ごとに業務および財産

の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し，本支庖等に備え置き，公衆の縦覧に供

しなければならない(保険業法 111条 1項)こととされた。

(30) 金融審議会第二部会報告「銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等についてJ(2007 

年 12月18日)は，新保険業法施行後の保険会社の資産運用手法の発展や事後監督手法の整備等を

踏まえると，保険会社のより機動的な資産運用を可能とする観点も重要であるとして.r3 : 3 : 2 

規制」について廃止を含めた見直しを行うことが適当であるとの提言を行った。
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